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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第44期

中間連結会計期間
第45期

中間連結会計期間
第44期

会計期間
自　2024年４月１日
至　2024年９月30日

自　2025年４月１日
至　2025年９月30日

自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

売上高 （百万円） 8,923 9,044 17,829

経常利益 （百万円） 472 304 668

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
（百万円） 245 228 444

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 248 231 447

純資産額 （百万円） 1,297 1,607 1,496

総資産額 （百万円） 19,807 20,043 20,003

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 21.86 20.40 132.34

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 6.5 8.0 7.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 248 641 777

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 148 △271 △142

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △600 △344 △791

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（百万円） 1,433 1,506 1,481

（注）１　当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　１株当たり中間（当期）純利益の算定上、「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として株式会

社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式

に含めております。

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

 

①経営成績の状況

　当中間連結会計期間における我が国経済は、緩やかな回復基調が続いている一方、資源価格や原材料価格の高

騰、物価の上昇、世界情勢の緊迫化など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　介護サービス業界におきましては、引き続き超高齢化社会への移行に伴い、介護サービスの利用者数は増加し、

需要は更に高まっております。

　その一方で、様々な業種にて人材不足が叫ばれている中、介護サービス業界におきましても、海外の人材も含

め、人材確保に取り組むことは急務となっており、有資格者の確保はとりわけ困難な状況となっております。それ

らを改善するために、業界では、介護事業に従事することが社会において魅力があり、生きがいを持てる環境造り

が求められております。

　このような状況のもと当社グループにおきましては、収益面では、既存施設において施設稼働率を上昇させるた

め、新規利用者の獲得とサービスの向上に努めました。費用面では、介護職員に係る人件費の増加により売上原価

が増加し、また、管理部門の強化等により販売費及び一般管理費も増加しました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は9,044百万円（前年同期比1.4％増）となり、営業利益は328百万円

（前年同期比41.8％減）、経常利益は304百万円（前年同期比35.5％減）、親会社株主に帰属する中間純利益は228

百万円（前年同期比6.7％減）となりました。

　セグメント別の状況は次のとおりであります。

 

（デイサービス事業）

　当セグメントにおきましては、既存デイサービス施設のサービスの質の向上により施設稼働率の向上に努めまし

た。その結果、売上高は2,070百万円（前年同期比6.8％増）、セグメント利益は216百万円（同4.1％増）となりま

した。

 

（施設サービス事業）

　当セグメントにおきましては、既存の有料老人ホームの入居者獲得に注力し入居率の向上に努めまいりました

が、売上高は6,341百万円（同0.0％減）、セグメント利益は767百万円（同19.2％減）となりました。

 

（在宅サービス事業）

　当セグメントにおきましては、訪問看護ステーション１施設を新規開設しており、積極的な施設展開を図ってま

いりました。また利益率の改善のため人員配置や業務手順の見直し等、効率的な運営に取り組むことに注力してま

いりましたが、売上高は582百万円（同1.1％減）、セグメント損失は59百万円（前年同期はセグメント損失17百万

円）となりました。

 

②財政状態の状況

　当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて39百万円増加して20,043百万円となりまし

た。これは主として、現金及び預金が24百万円、売掛金が97百万円、その他に含まれている工具器具備品が110百

万円増加し、建物及び構築物が116百万円、リース資産が106百万円減少したことによるものであります。負債につ

きましては、前連結会計年度末に比べて70百万円減少して18,436百万円となりました。これは主として、短期借入

金が100百万円、賞与引当金が38百万円、その他に含まれている預り金が51百万円、退職給付に係る負債が38百万

円増加し、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が214百万円、リース債務が114百万円減少したこと

によるものであります。また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて110百万円増加して1,607百万円

となりました。これは主として、利益剰余金の114百万円増加によるものであります。
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　③キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて24百

万円増加して1,506百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は641百万円（前年同中間期は248百万円の獲得）と

なりました。その主な内訳は、収入要因として、税金等調整前中間純利益304百万円、減価償却費378百万円、助成

金の受取額100百万円、支出要因として、利息の支払額168百万円、法人税等の支払額103百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は271百万円（前年同中間期は148百万円の獲得）と

なりました。その主な内訳は、支出要因として、有形固定資産の取得による支出269百万円、預り保証金の返還に

よる支出57百万円、収入要因として、預り保証金の受入による収入58百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は344百万円（前年同中間期は600百万円の使用）と

なりました。その主な内訳は、支出要因として、短期借入金の返済による支出1,050百万円、長期借入金の返済に

よる支出424百万円、配当金の支払額114百万円、収入要因として、短期借入れによる収入1,150百万円、長期借入

による収入210百万円であります。

 

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「第２　４．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（3）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当中間連結会計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について

重要な変更はありません。

 

(4）経営方針・経営戦略等

　当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更は

ありません。

 

(6）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

３【重要な契約等】

　当社は2025年８月28日開催の取締役会において、介護付有料老人ホーム及びグループホームの運営に関する権利に

ついて2025年12月１日をもって、株式会社夢眠ホームに譲渡することを決議し、2025年８月28日に事業譲渡契約を締

結しました。

　詳細は、「第４経理の状況　１中間連結財務諸表　注記事項（追加情報）」に記載のとおりであります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2025年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,476,000 11,476,000
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 11,476,000 11,476,000 ─ ─

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（百万円）

資本金
残　高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残　高
（百万円）

2025年４月１日～

2025年９月30日
－ 11,476,000 － 432 － 308
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（５）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

山崎　嘉忠 福岡県北九州市小倉南区 2,915 25.40

大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田３－３－５ 918 7.99

シダー取引先持株会 福岡県北九州市小倉北区足立２－１－１ 815 7.10

座小田　孝安 福岡県北九州市若松区 574 5.00

有限会社タチバナ 福岡県古賀市青柳町362－１ 346 3.02

久保　賢司 高知県高知市 270 2.35

富士産業株式会社 東京都港区新橋５－32－７ 264 2.30

シダー従業員持株会 福岡県北九州市小倉北区足立２－１－１ 257 2.23

株式会社日本カストディ銀行

（信託E口）
東京都中央区晴海１－８－12 253 2.21

中濱　眞二 兵庫県尼崎市杭瀬北新町 252 2.20

計 － 6,867 59.84

 

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,470,000 114,700 －

単元未満株式 普通株式 5,900 － －

発行済株式総数  11,476,000 － －

総株主の議決権  － 114,700 －
 
（注）１「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。

２「完全議決権株式（その他）」欄には「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する株式253,900株（議決権の数2,539個）が含まれて

おります。
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②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社シダー
福岡県北九州市

小倉北区足立２－１－１
100 － 100 0.0

計 － 100 － 100 0.0

（注）　「従業員株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する株

式253,900株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
 
 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について
　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,481 1,506

売掛金 2,945 3,043

その他 172 195

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 4,598 4,741

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,407 6,291

土地 2,778 2,795

リース資産（純額） 3,227 3,121

その他（純額） 207 336

有形固定資産合計 12,621 12,544

無形固定資産 73 56

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,090 2,059

その他 625 644

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 2,711 2,700

固定資産合計 15,405 15,301

資産合計 20,003 20,043
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 280 294

短期借入金 3,740 3,840

１年内返済予定の長期借入金 766 799

未払法人税等 150 163

賞与引当金 262 301

その他 1,266 1,325

流動負債合計 6,466 6,725

固定負債   

長期借入金 5,083 4,835

リース債務 4,661 4,546

退職給付に係る負債 759 797

株式給付引当金 14 16

資産除去債務 575 579

その他 945 935

固定負債合計 12,040 11,711

負債合計 18,507 18,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 432 432

資本剰余金 307 314

利益剰余金 808 922

自己株式 △59 △59

株主資本合計 1,488 1,609

その他の包括利益累計額   

退職給付に係る調整累計額 △3 △1

その他の包括利益累計額合計 △3 △1

非支配株主持分 11 －

純資産合計 1,496 1,607

負債純資産合計 20,003 20,043

 

EDINET提出書類

株式会社シダー(E05478)

半期報告書

10/24



（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 8,923 9,044

売上原価 7,643 7,962

売上総利益 1,280 1,082

販売費及び一般管理費 ※ 715 ※ 753

営業利益 564 328

営業外収益   

受取利息 3 5

受取賃貸料 14 8

助成金収入 44 108

その他 7 22

営業外収益合計 70 145

営業外費用   

支払利息 160 168

その他 1 0

営業外費用合計 162 169

経常利益 472 304

特別利益   

保険解約返戻金 112 －

特別利益合計 112 －

特別損失   

特別功労金 250 －

特別損失合計 250 －

税金等調整前中間純利益 335 304

法人税、住民税及び事業税 130 117

法人税等調整額 △41 △42

法人税等合計 88 75

中間純利益 246 229

非支配株主に帰属する中間純利益 1 0

親会社株主に帰属する中間純利益 245 228
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 246 229

その他の包括利益   

退職給付に係る調整額 2 1

その他の包括利益合計 2 1

中間包括利益 248 231

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 247 230

非支配株主に係る中間包括利益 1 0
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 335 304

減価償却費 354 378

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 30 38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 37 40

株式給付引当金の増減額（△は減少） 1 2

受取利息 △3 △5

助成金収入 △44 △108

支払利息 160 168

保険解約返戻金 △112 －

特別功労金 250 －

売上債権の増減額（△は増加） △95 △97

仕入債務の増減額（△は減少） 9 13

その他 △152 74

小計 772 810

利息の受取額 0 2

利息の支払額 △161 △168

助成金の受取額 45 100

特別功労金の支払額 △250 －

法人税等の支払額 △158 △103

営業活動によるキャッシュ・フロー 248 641

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △117 △269

有形固定資産の売却による収入 2 －

無形固定資産の取得による支出 △5 △1

敷金の差入による支出 △0 △1

敷金の回収による収入 0 0

預り保証金の返還による支出 △67 △57

預り保証金の受入による収入 71 58

保険積立金の解約による収入 264 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 148 △271

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,050 1,150

短期借入金の返済による支出 △1,070 △1,050

長期借入れによる収入 － 210

長期借入金の返済による支出 △430 △424

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
－ △6

リース債務の返済による支出 △104 △109

配当金の支払額 △45 △114

財務活動によるキャッシュ・フロー △600 △344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △204 24

現金及び現金同等物の期首残高 1,637 1,481

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,433 ※ 1,506
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

 

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、2021年５月14日開催の取締役会決議に基づき、2021年５月31日より、従業員に対して自社の株式を給

付するインセンティブプラン（以下「本プラン」という。）を導入しております。

(1) 取引の概要

本プランの導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当

社株式を給付する仕組みであります。

将来給付する株式を予め取得するために、当社は「従業員株式給付信託（J－ＥＳＯＰ）」の信託財産

として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭によ

り当社株式を取得いたします。

 

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度59百万円、253,900

株、当中間連結会計期間59百万円、253,900株であります。

 

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

該当事項はありません。

 

（事業譲渡及び事業廃止）

当社は、2025年８月28日開催の取締役会決議において、介護付有料老人ホーム及びグループホームの運営に関

する権利について2025年12月１日をもって、第三者に譲渡すること（以下、事業譲渡という。）及び2025年10月

31日をもって認知症対応型デイサービスの事業廃止を決議いたしました。

 

(1) 事業譲渡及び事業廃止の理由

当社は、2008年11月より東京都江戸川区の同一建物内において、当社の強みであるリハビリテーション

サービス等の特徴を活かし、介護保険制度上のそれぞれ異なる区分に属する３種類の介護事業を開設・運営

してまいりましたが、営業面で厳しい経営環境が継続しており、営業強化や運営面の見直し等の収益改善を

探る一方で、事業譲渡の選択肢を含め、様々な可能性を検討してまいりました。

そのような中、2023年８月に当社の山梨市内の事業所を譲渡した実績がある会社（以下、譲受会社とい

う。）に、当該事業所等の事業譲渡の打診をしたところ、譲受会社の事業拡大戦略と当社の経営資源の選択

と集中の方針が合致したことから、そのうち２事業（介護付有料老人ホーム及びグループホーム）について

は事業譲渡を行い、残る１事業（認知症対応型デイサービス）については、運営効率化の観点から事業廃止

することを決定いたしました。

これにより、制度区分の相違に伴う運営上の複雑性を解消するとともに当社グループの中長期的な収益性

の向上および経営効率の改善を図ってまいります。
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(2) 事業譲渡及び事業廃止の概要

①Ａ．事業譲渡の対象事業所の事業の内容

事業所名 種別 住所 定員

ラ・ナシカこまつがわ
特定施設入居者

生活介護

東京都江戸川区

小松川４-94
32名

あおぞらの里

グループホーム小松川

認知症対応型

共同生活介護
同上 18名

 

　Ｂ．事業廃止の対象事業所の事業の内容

事業所名 種別 住所 定員

あおぞらの里 小松川

デイサービスセンター

認知症対応型

通所介護

東京都江戸川区

小松川４-94
12名

 

②Ａ．事業譲渡及びＢ．事業廃止の対象事業所の直前事業年度における売上高及び経常利益

事業所名
2025年３月期

売上高
比率

2025年３月期

経常利益
比率

Ａ．事業譲渡

ラ・ナシカこまつがわ
178百万円 1.0％ △11百万円 －

Ａ．事業譲渡

グループホーム小松川
83百万円 0.5％ △13百万円 －

Ｂ．事業廃止

小松川デイサービス
39百万円 0.2％ １百万円 0.3％

当社連結業績 17,829百万円 100.0％ 668百万円 100.0％

 

③事業譲渡及び事業廃止の対象事業所の資産・負債の項目及び金額　　　　　　　2025年９月30日現在

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

器具備品等

固定資産
３百万円 一年内リース債務 ９百万円

敷金・保証金 60百万円 リース債務 201百万円

 

④譲渡価額及び決済方法

　　譲渡価額　　５百万円（税抜）

　　決済方法　　現金取引
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(3) 相手先の概要

(1) 名称 株式会社夢眠ホーム

(2) 所在地 愛知県名古屋市東区泉三丁目７番９号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役　佐藤　信輔

(4) 事業内容

介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

住宅型有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護

デイサービス、居宅介護支援事業所

(5) 資本金 50百万円

(6) 設立年月日 2017年12月20日

(7) 純資産 36百万円（2024年９月末現在）

(8) 総資産 10,657百万円（2024年９月末現在）

(9) 当社と当該会社の関係
資本関係、人的関係および取引関係はありません。

また、当社の関連当事者には該当しません。

 

(4) 事業譲渡の日程

①　　取締役会決議日　　　　　2025年８月28日

②　　譲渡契約締結日　　　　　2025年８月28日

③　　事業譲渡日（予定）　　　2025年12月１日

注）小松川デイサービスについては2025年10月31日をもって事業廃止。

 

(5) 会計処理の概要

事業分離等に関する会計基準（企業会計基準第7号）に基づき会計処理を行います。

 

(6) 今後の見通し

本件事業譲渡に伴い、2026年３月期の業績において特別利益を計上する見込みであります。譲渡する対象の

詳細及び金額については現在、精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたしま

す。

 

 

（中間連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
　　至 2024年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
　　至 2025年９月30日）

給料手当 228百万円 259百万円

租税公課 99 115

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の範囲と現金及び預金勘定は一致しております。
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自2024年４月１日　至2024年９月30日）

配当金支払額

 

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月20日

定時株主総会
普通株式 45 4 2024年３月31日 2024年６月21日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行

（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自2025年４月１日　至2025年９月30日）

配当金支払額

 

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月26日

定時株主総会
普通株式 114 10 2025年３月31日 2025年６月27日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行

（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自2024年４月１日 至2024年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

売上高       

外部顧客への売上高 1,939 6,344 589 8,873 50 8,923

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 605 605

計 1,939 6,344 589 8,873 655 9,529

セグメント利益又は

損失（△）
207 949 △17 1,139 62 1,202

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び福祉用具事業等で

あります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,139

「その他」の区分の利益 62

セグメント間取引消去 1

全社費用（注） △638

中間連結損益計算書の営業利益 564
 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自2025年４月１日 至2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 

デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

売上高       

外部顧客への売上高 2,070 6,341 582 8,995 49 9,044

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 625 625

計 2,070 6,341 582 8,995 674 9,669

セグメント利益又は

損失（△）
216 767 △59 924 65 989

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び福祉用具事業等で

あります。
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 924

「その他」の区分の利益 65

セグメント間取引消去 △1

全社費用（注） △659

中間連結損益計算書の営業利益 328
 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

Ⅰ　前中間連結会計期間（自2024年４月１日 至2024年９月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他（注） 合計デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

北海道地区 － 365 － 365 － 365

東北地区 － 177 － 177 － 177

関東地区 651 1,508 90 2,250 － 2,250

甲信・東海地区 183 724 3 911 － 911

関西地区 － 517 － 517 － 517

中四国地区 217 380 67 664 － 664

九州地区 887 700 427 2,016 50 2,067

顧客との契約から生

じる収益
1,939 4,376 589 6,905 50 6,955

その他の収益 － 1,968 － 1,968 － 1,968

外部顧客への売上高 1,939 6,344 589 8,873 50 8,923

 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び福祉用具事業等で

あります。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自2025年４月１日 至2025年９月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他（注） 合計デイサービス

事業

施設サービス

事業

在宅サービス

事業
計

北海道地区 － 356 － 356 － 356

東北地区 － 168 － 168 － 168

関東地区 713 1,522 82 2,318 － 2,318

甲信・東海地区 213 743 2 960 － 960

関西地区 － 509 － 509 － 509

中四国地区 216 375 67 658 － 658

九州地区 927 696 430 2,053 49 2,103

顧客との契約から生

じる収益
2,070 4,371 582 7,025 49 7,074

その他の収益 － 1,969 － 1,969 － 1,969

外部顧客への売上高 2,070 6,341 582 8,995 49 9,044

 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業及び福祉用具事業等で

あります。
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（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

１株当たり中間純利益 21円86銭 20円40銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益（百万円） 245 228

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益

（百万円）
245 228

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,221 11,221

 

（注）１　潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２　「従業員株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）

が保有する当社株式を、１株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式

に含めております。（前中間連結会計期間253千株、当中間連結会計期間253千株）。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2025年11月13日

株　式　会　社　シ　ダ　ー
 

 取　締　役　会　　　御　中   

　

 

有限責任監査法人トーマツ

　福　 岡　 事　 務　 所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 宮 嵜 　健

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 下 平 雅 和

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シダー

の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、株式会社シダー及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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